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第1章 環境影響評価方法書の公告及び縦覧 

1. 環境影響評価方法書の公告及び縦覧 

環境影響評価法第 7 条の規定に基づき、当社は環境の保全の見地からの意見を求めるた

め、環境影響評価方法書（以下「方法書」という。）を作成した旨及びその他事項を公告し、

方法書及びその要約書を公告の日から起算して一か月半間（自主期間 2週間を含む）縦覧に

供するとともに、インターネットの利用により公表した。 

 

(1)公告の日 

令和 4年 9月 2日（金） 

 

(2)公告の方法 

①日刊新聞紙による公告（別紙 1参照） 

下記日刊紙に「公告」を掲載した。 

・令和 4年 9月 2日（金）付 東奥日報 

 ※令和 4年 9月 26日（月）及び 10月 2日（日）に開催する説明会についての公告

を含む 

 

②地方公共団体の公報又は広報誌によるお知らせ（別紙 2参照） 

下記広報誌に「お知らせ」を掲載した。 

・広報ひがしどおり 2022年 9月号（No.686） 

 

③インターネットによるお知らせ 

令和 4年 9月 2日（金）から、下記のウェブサイトに「お知らせ」を掲載した。 

・青森県のウェブサイト（別紙 3-1参照） 

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/hozen/assess_kitanosawa_win

d_replace.html 

・東通村のウェブサイト（別紙 3-2参照） 

http://www.vill.higashidoori.lg.jp/keiki/page000195.html 

・当社 ウェブサイト（別紙 3-3参照） 

https://www.eurus-energy.com/assessment/43826/ 
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(3)縦覧場所 

関係自治体庁舎の 1か所において縦覧を行った。また、インターネットの利用により縦覧

を行った。 

 

①関係自治体庁舎での縦覧 

・東通村役場 2階企画課 

 〒039-4292 青森県下北郡東通村大字砂子又字沢内 5番地 34 

 

②インターネットの利用による縦覧 

・当社 ウェブサイト 

https://www.eurus-energy.com/assessment/43826/ 

 

(4)縦覧期間 

・縦覧期間：令和 4年 9月 2日（金）から令和 4年 10月 4日（火）まで 

（土・日・祝日を除く開庁時） 

なお、縦覧期間終了後も、意見書受付終了日まで閲覧可能とした。 

インターネットの利用による縦覧については、意見書受付終了日まで、終日アクセス可能

な状態とした。 

 

(5)縦覧者数 

縦覧者数（意見書箱への投函及び意見書の郵送）は 0名であった。 

なお、インターネットの利用によるウェブサイトへのアクセス数は 395回であった。 
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2. 環境影響評価方法書についての説明会の開催 

環境影響評価法第 7条の 2の規定に基づき、当社は縦覧期間内に、方法書の記載事項を周

知するための説明会を開催した。 

 

(1)公告の日及び公告方法 

住民説明会の開催公告は、環境影響評価方法書の縦覧等に関する公告と同時に行った。 

（別紙 1、別紙 2、別紙 3参照） 

 

(2)開催日時、開催場所及び来場者数 

説明会の開催日時、開催場所及び来場者数は以下のとおりである。 

1．令和 4年 9月 26日（月）18時 00分～19時 00分 

開催場所：尻労漁村センター 

（青森県下北郡東通村大字尻労字小倉 22） 

来場者数：13名 

 

2．令和 4年 10月 2日（日）18時 30分～19時 30分 

開催場所：袰部部落集会所 

（青森県下北郡東通村大字岩屋字田畑 11-3） 

来場者数：11名 

 

3. 環境影響評価方法書についての意見の把握 

環境影響評価法第 8条の規定に基づき、公告の日から、縦覧期間満了の日の翌日から起算

して 2週間を経過するまでの間、環境の保全の見地から意見を有する者の意見書の提出を受

け付けた。 

 

(1)意見書の提出期間 

令和 4年 9月 2日（金）から 10月 18日（火）まで 

（郵送の受付は当日消印まで有効とした。） 

 

(2)意見書の提出方法 

環境の保全の見地から意見を有する者の意見書について、以下の方法により受け付けた

（別紙 4参照）。 

①縦覧場所に備え付けの意見書箱への投函 

②当社への書面の郵送 

 

(3)意見書の提出状況 

意見書の提出はなかった。 
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第2章 環境影響評価方法書について環境の保全の見地から提出された意見の概要と

事業者の見解 

 

環境影響評価法第 8 条第 1 項の規定に基づき、方法書について当社へ環境の保全の見地から提

出された意見はなかった。 

 



-5- 

 

［別紙 1］ 

〇日刊新聞紙における公告 

 東奥日報（令和 4年 9月 2日（金）） 
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［別紙 2］ 

〇地方公共団体の公報又は広報誌によるお知らせ 

 広報ひがしどおり 2022年 9月号（No.686） 
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［別紙 3-1］ 

〇インターネットによる「お知らせ」 

 青森県のウェブサイト 
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［別紙 3-2］ 

 東通村ウェブサイト 
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［別紙 3-3］ 

（株）ユーラスエナジーホールディングス 環境影響評価ウェブサイト（1） 
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［別紙 3-3］ 

（株）ユーラスエナジーホールディングス 環境影響評価ウェブサイト（2） 
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［別紙 4］ 

〇ご意見記入用紙 

 


